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東日本高速道路㈱事業評価監視委員会審議方法

東日本高速道路株式会社事業評価監視委員会の重点的かつ効率的な会議運営
に資することを目的に、対象事業を「重点」「一般」に分け、審議を実施。
選定基準に該当する項目がある案件を「重点」審議案件として選定し、重点的に議

論を行い対策方針(案)を決定するものとする。
選定基準に該当する項目がない案件については「一般」審議案件とし、対応方針

■審議方法

1

選定基準に該当する項目がない案件については「 般」審議案件とし、対応方針
(案)を決定するものとする。

【委員会での審議の位置付け】
○東日本高速道路株式会社事業評価監視委員会運営要領
第７条 本運営要領に定めのない事項及び本運営要領の変更は委員会の審議で決
定する。



「重点」審議案件の選定基準の考え方

将来B/Cが1.0を
下回る可能性のあ

る事業

事業計画等の変
更が生じた事業

特に事業規模が大
きい事業

◆B/C＜1.2

◆ルート変更、構造の大規模な変更により都市
計画変更を伴うもの、供用時期が遅れるもの等

◆２，５００億円以上の事業

対象案件

対象案件

対象案件

2

る事業

その他の要因
◆評価単位や評価手法が見直しされた事業や

特筆すべき事項がある場合等
対象案件

原則として、上記選定基準に該当する項目がある場合には「重点」審議案件とするが、
「一般」審議案件についても委員より「重点」審議案件として選定すべきとの提案が
あった案件については、「重点」審議案件とする。



平成２５年度 「重点」審議案件の選定表

◆重点審議抽出基準

種別 評価対象区間 選定事業
該当

項目数

事業計画等の
変更が生じた

事業

特に事業規模
が大きい事業

Ｂ/Ｃが1.0を下
回る可能性が

ある事業
その他の要因

備 考

都市計画の
変更等

2,500億円以上
Ｂ／Ｃ＜１．２
上段：全体事業
下段：〔残事業〕

特筆すべき
事項

北海道横断自動車道
黒松内釧路線・黒松内北見線（夕張～本別・足寄） ○ 1 3,771 1.2

3

事後評価北関東自動車道
（伊勢崎～岩舟ＪＣＴ・宇都宮上三川～友部） ○ 1 3,646 4.2

一般国道１６号
横浜横須賀道路（佐原～馬堀海岸） ○ 1 718 1.1


